
お 問 い 合 わ せ ： 福 祉 課 こ ど も 家 庭 係 ☎ ９ ６ ６- １ ２ ０ ７

お 問 い 合 わ せ ： 学 校 教 育 課 ☎ ９ ６ ６- １ ２ ０ 9

対 象 者 恩 納 村 に 住 民 登 録 が あ る 対 象 児 童 等 を 養 育 し て い る 方 で 支 給 基 準 日 に 住 所

を 有 す る 方 。

支 給 額 児 童 ・ 生 徒 1 人 に つ き 5 万 円

【 新 】 ひ と り 親 加 算 （ 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 ） … 児 童 生 徒 1 人 に つ き 3 万 円

対 象 児 童 平 成 3 0 年 4 月 2 日 ～ 平 成 3 1 年 4 月 1 日 生 ま れ （ 新 小 学 1 年 生 ）

平 成 2 4 年 4 月 2 日 ～ 平 成 2 5 年 4 月 1 日 生 ま れ （ 新 中 学 1 年 生 ）

申 請 方 法 申 請 が 不 要 の 方 ： 恩 納 村 よ り 児 童 手 当 ・ 特 例 給 付 を 受 給 し て い る 方

※ ４ 月 下 旬 頃 、 案 内 通 知 書 を 送 付 し ま す 。

申 請 が 必 要 な 方 ： 恩 納 村 よ り 児 童 手 当 ・ 特 例 給 付 を 受 給 し て い な い 方

※ 対 象 の 世 帯 （ 公 務 員 世 帯 等 ） に 4 月 下 旬 頃 、 申 請 案 内 書 を 送 付 し ま す 。

　 時 期 を 過 ぎ て も 案 内 書 が 届 か な い 場 合 は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

支 給 基 準 日 入 学 年 度 の ４ 月 １ ５ 日 か ら 遡 っ て １ 年 以 上 、 継 続 し て 住 民 登 録 が あ る 対 象 児 童

等 を 養 育 し て い る 方 。

※ 養 育 し て い る 方 と は

　 ・ 恩 納 村 よ り 児 童 手 当 を 受 給 し て い る 方 。

　 ・ 恩 納 村 よ り 児 童 手 当 の 受 給 を 受 け て い な い 方 で 、 児 童 の 被 保 険 者 。

災 害 共 済 給 付 制 度

　 恩 納 村 の 未 来 を 担 う 大 切 な 子 ど も た ち の 健 や か な 成 長 を 経 済 的 に 支 援 し ､ 保 護 者 等 が

安 心 し て 子 ど も を 育 て る こ と が で き る よ う 子 ど も の 成 長 に 応 じ た 子 育 て 支 援 を 目 的 と し 、

小 学 校 ・ 中 学 校 入 学 祝 金 を 支 給 し ま す 。

　 幼 稚 園 ・ 小 学 校 ・ 中 学 校 （ 部 活 動 ・ 大 会 等 も 含 む ） で け が を し た 場 合 は 、

原 則 と し て 学 校 保 険 の 適 用 が 優 先 と な り 、 保 護 者 に 対 し て 給 付 金 （ 災 害

給 付 ） が 支 払 わ れ ま す 。

学 校 ・ 保 育 所 等 で の け が に こ ど も 医 療 費 助 成 は 利 用 で き ま せ ん 。

※ こ ど も 医 療 費 助 成 対 象 外 と な る た め 、 判 明 し た 場 合 は 返 還 金 の

　 対 象 と な り ま す 。 ご 注 意 く だ さ い 。

　 詳 し く は 村 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 に な る か 各 学 校 養 護 教 諭 又 は 学 校 教 育 課 ま で

　 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

小 学 校 ・ 中 学 校 入 学 祝 金 を 支 給 し ま す ！
（ 恩 納 村 子 育 て 応 援 給 付 金 ）
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